
船 橋 市 G I G A ス ク ー ル 運 営 支 援 セ ン タ ー 及 び 情 報 通 信 技 術 支 援 員  

業 務 委 託 評 価 基 準  

 

 

１ ． 趣 旨  

こ の 基 準 は 、 船 橋 市 G I G A ス クー ル 運 営 支 援 セ ン タ ー 及 び 情 報 通 信 技 術 支 援 員 業

務 委 託 （ 以 下 「 本 業 務 委 託 」 と い う 。 ） に 係 る 提 案 の う ち 、 最 も 優 秀 な 提 案 を 行 っ た と 認

め ら れ る 事 業 者 を 選 定 す る た め に 必 要 な 事 項 を 定 め る も の で ある 。  

 

２ ．  審 査 の 流 れ  

審 査 は 、 書 類 に よ る １ 次 審 査 （ 以 下 「 １ 次 審 査 」 と い う 。 ） 及 び プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン に よ る

２ 次 審 査 （ 以 下 「 ２ 次 審 査 」 と い う 。 ） に よ り 行 う 。  

①  １ 次 審 査  

事 業 者 よ り 提 出 さ れ た 提 案 書 に よ り 審 査 を 行 い 、 上 位 ３ 者 の 事 業 者 を ２ 次 審 査

の 対 象 と す る 。 な お 、 １ 次 審 査 で は 、 ４ ４ ０ 点 中 ２ ２ ０ 点 を 最 低 評 価 点 と し 、 評 価 委

員 全 員 の 合 計 評 価 点 を そ の 人 数 で 除 し た 点 数 が 最 低 評 価 点 に 満 た な い 場 合 は 、

上 位 ３ 者 で あ っ て も 要 件 を 満 た し て い な い 者 と 判 断 し 、 １ 次 審 査 の 通 過 を 認 め な い 。  

ま た 、 １ 次 審 査 は 、 参 加 申 し 込 み が ３ 者 に 満 た な い 場 合 に お い て も 実 施 す る 。  

②  ２ 次 審 査  

① で 選 出 し た 上 位 ３ 者 に 対 し ２ 次 審 査 を 行 い 、 本 業 務 委 託 の 受 託 候 補 者 を 選

定 す る 。  

 

３ ．  審 査 方 法  

「 １ 次 審 査 」 及 び 「 ２ 次 審 査 」 に お け る 事 業 者 の 選 定 に は 、 順 位 点 方 式 を 採 用 し 、 詳

細 は 以 下 の と お り と す る 。  

①  採 点  

各 審 査 は 、 評 価 委 員 が 事 業 者 の 提 案 内 容 を 、 別 紙 「 船 橋 市 G I G A ス ク ー ル 運

営 支 援 セ ン タ ー 及 び 情 報 通 信 技 術 支 援 員 業 務 委 託 提 案 評 価 採 点 表 」 （ 以 下

「 採 点 表 」 と い う 。 ） に 基 づ き 、 採 点 を 行 う 。  

②  評 価 項 目 点  

各 評 価 項 目 の 配 点 は 採 点 表 の と お り と す る 。 な お 、 1 次 審 査 の 合 計 点 は ４ ４ ０ 点 、

２ 次 審 査 の 合 計 点 は ２ ８ ０ 点 、 総 合 計 点 は ７ ２ ０ 点 と す る 。  

③  順 位 の 決 定  

評 価 委 員 毎 に 、 各 事 業 者 の 合 計 評 価 点 を 比 較 し 、 合 計 評 価 点 の 点 数 が 高 い

事 業 者 順 に 順 位 を 決 定 す る 。 な お 、 ２ 次 審 査 に つ い て は 、 １ 次 審 査 及 び ２ 次 審 査

の 合 計 を 合 計 評 価 点 と す る 。  

④  順 位 点  

③ の 順 位 に 対 し 順 位 点 を 付 与 し 、 １ 位 が １ 点 、 ２ 位 が ３ 点 、 以 降 の 順 位 は １ つ 下

が る 毎 に １ 点 を 加 算 す る 。 な お 、 事 業 者 の 合 計 評 価 点 が 同 一 と な っ た 場 合 は 同 じ



順 位 と し 、 以 下 の 順 位 は 全 体 の 事 業 者 数 か ら 何 番 目 で ある か で 決 定 す る 。  

 

⑤  選 定  

事 業 者 毎 に 評 価 委 員 全 員 の 順 位 点 を 合 計 し 、 合 計 点 数 が 少 な い 順 に 、 各 審

査 に お け る 最 終 順 位 を 決 定 し 、 １ 次 審 査 で は 上 位 ３ 者 、 ２ 次 審 査 で は 上 位 ２ 者

（ 受 託 候 補 者 及 び 次 点 ） を 選 定 す る 。 な お 、 順 位 点 の 合 計 が 同 一 と な っ た 場 合 は 、

１ 位 と し た 評 価 委 員 が 多 い 事 業 者 を 上 位 と す る 。 １ 位 の 獲 得 数 も 同 数 で あ る 場 合 、

２ 位 と し た 評 価 委 員 が 多 い 事 業 者 か ら 上 位 と し 、 以 降 同 様 に 、 よ り 上 位 の 順 位 の

獲 得 数 で 決 定 す る 。 ま た 、 順 位 の 獲 得 数 に も 差 の 無 い 場 合 は 、 評 価 委 員 全 員 の

合 計 評 価 点 を 合 計 し 、 総 合 計 点 数 の 多 い 事 業 者 を 上 位 と す る 。  


